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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！ 
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★ 懲戒処分のグレーゾーン（１） 

ある社員を懲戒解雇しようと考えています。

３０年以上当社に勤務してきましたが、多

額の不正取引を行っていることが発覚しま

このような事案でも裁判所は、退職金に

ついては７割の減額が相当であると判断し

ました。３割は支払えという判断です。会

社にとっては非常に厳しい判断です。 した。就業規則には「懲戒解雇の場合は、

全部又は一部支給しないことができるとの

定めがあります」。退職金を全額カットした

いと思いますが、可能でしょうか？ 

私の場合は、以下のように対応したらい

かがですかとアドバイスすることが多いで

す。 

いつも判断に迷う相談事案です。 「本来は懲戒解雇相当の事案ですが、諭旨

解雇処分としたいと思います。退職合意

書についてサインして下さい。また、本

来であれば退職金は全額支給しないとこ

ろですが、退職金の５割を支給するので、

残りの５割は被害弁償にあてたいと思い

ます。この内容で合意することができれ

ば、残りの損害賠償債務は請求しないこ

ととしたいと考えています」 

就業規則に上記のような条項があれば、

退職金を全部又は一部支給しないことは可

能なように見えます。 

しかし、就業規則に定めがあっても、そ

のとおり全ての処分が有効になるわけでは

ありません。そこが難しいところです。 

退職金は賃金の後払い的な性格を有して

いると言われています。裁判所は、退職金

を全く支払わない場合は、長年の勤続の功

を抹消するような非違行為がある場合に限

ると考えています。まったく退職金を支払

わない場合については、非常に裁判所は厳

しい態度で臨みます。 

ポイントは以下の通りです。 

・退職金を一部支給することで労働者に

も納得して退職してもらう 

・労働者にとっても、刑事告訴などのリ

スクがなくなる 

小田急電鉄事件（東京高裁判決平成１５

年１２月１１日労判８６７号５頁）は、鉄

道会社の社員（勤続約２０年）が、過去に

電車内で痴漢行為を行い、一度懲戒処分を

受けていたにもかかわらず、再び電車内で

痴漢行為を行ったという事案です。鉄道会

社の社員が、私生活上とはいえ、電車内で

痴漢行為を行うことは会社としても容認で

きないということになりました。会社は、

懲戒解雇を行い、退職金を支給しないとい

う処分を行うことに決めました。 

・合意書を交わすことで、解雇や退職金

不支給の点での訴訟リスクを減らす。 

・横領などの不祥事については、退職し

た社員から金銭を返還してもらうこと

は実務上難しいが、退職金を原資にし

て返還してもらう。 

書式も添付しておきます。 
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Ａ会社とＢは、以下の通り合意した。 
1. Ａ会社とＢは、Ｂが平成 23 年●月●日付でＡ会社を退職することに合意する。 
2. Ｂは、ＢがＡ会社に有する退職金請求権●円のうち、●円の退職金請求権を放棄する。

また、Ｂは、Ｂの退職金請求権の残りの●円の退職金請求権については、別紙（※表

にして不正取引の事実を特定します）のとおりＢが行った不正取引（以下、「本件不正

取引」という）の損害賠償債務の弁済に充てる。 
3. Ａ会社は、今後、本件不正取引について、民事上、刑事上の責任は問わない。 
4. Ａ会社とＢは、Ａ会社とＢとの間には、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債

務が存在しないことを確認する。 


